
 

   

内閣府ＬＡＮ（共通システム）に係る最適化計画 

 
２００６年（平成１８年）２月２８日 
内 閣 府 本 府 情 報 化 推 進 委 員 会 決 定 

 
第１ 最適化の経緯 
 
内閣府は、平成１３年１月の中央省庁等改革において、旧総理府、旧経済

企画庁、旧沖縄開発庁等が統合され、内閣総理大臣を長とする機関として設

置された。あわせて設置された内閣官房は、内閣の補助機関であるとともに、

内閣総理大臣を直接に補佐・支援する機関として発足した。現在、内閣府と

内閣官房は、互いに合い補完しあう機関として連携を取りながら業務を遂行

している。 
「共通システムの見直し方針」（２００４年（平成１６年）３月２５日行政

情報システム関係課長連絡会議了承）に基づき、内閣府では、「内閣府電子政

府構築計画」（平成１６年６月１４日一部改定 各府省情報化推進統括責任者

（ＣＩＯ）連絡会議決定）」を策定した。 
「内閣府ＬＡＮ（共通システム）に係る最適化計画」は、上述の方針・計

画に基づき、内閣府と内閣官房がネットワーク環境や基本システムを共有し

ている現状を踏まえ、利便性や業務効率を下げることなく、一府省一システ

ムの原則に則り、策定するものである。 
 
 
第２ 業務・システムの概要 

 
 １ 内閣府ＬＡＮ 
内閣府ＬＡＮは、一般行政事務で利用されている２つのネットワーク（旧

総理府のネットワーク（以下、「ｏｐ－ＬＡＮ」）、旧経済企画庁のネットワー

ク（以下、「ｍｆｓ－ＬＡＮ」））および、特別な用途に特化した、独自ネット

ワーク（以下、「独自 LAN」）から構成されている。 
 
（１）ｏｐ－ＬＡＮ 
内閣府ＬＡＮのうち旧総理府部局の範囲を基本に構成されるネットワーク

であり、外部接続システム（インターネットへの接続）を保持している。内
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閣府本府庁舎（以下、「本府庁舎」）以外に、他の合同庁舎や数多くの民間ビ

ルに入居している内閣府部局と接続され、約１５００台の行政端末が使用さ

れている。内閣官房ＬＡＮと同一の運用管理体系にて運用管理されている。 
本府庁舎以外の外部拠点は以下のとおりである。 
中央合同庁舎第２号館、中央合同庁舎第４号館、中央合同庁舎第５号館、

永田町合同庁舎、虎ノ門第１０森ビル、プルデンシャルタワー、大東ビル、

日本学術会議、迎賓館、京都迎賓館、立川・防災予備施設 
 
（２）ｍｆｓ－ＬＡＮ 
内閣府ＬＡＮのうち旧経済企画庁部局（含む、経済社会総合研究所）を基

本として構成されるネットワークであり、外部接続システムを保持し、中央

合同庁舎第４号館（以下、「４号館」）該当部局および本府庁舎にて約７００

台の行政端末が使用されている。また、ｍｆｓ－ＬＡＮ上で運用されている

大型電子計算機システムは、経済分析作業等に利用されている。 
 
（３） 独自ＬＡＮ 
① 沖縄総合事務局 
内閣府の地方支分部局である沖縄総合事務局の独自ＬＡＮ（以下、「ｏｇｂ

－ＬＡＮ」）である。外部接続システムを独自に有しているほか、国の総合出

先機関として他省庁の地方支分部局としての側面を持つ組織である。そのた

め、財務省・金融庁（財務部）、農林水産省（農林水産部）、国土交通省（開

発建設部、運輸部）、経済産業省（経済産業部）等の他省庁のネットワークが

部ごとに導入されている。さらに、各部と沖縄県内の複数の離島に存在する

各部の出張所等との間においても、ネットワークが接続されている。 
 
② 経済社会総合研究所 
経済社会総合研究所の独自ＬＡＮは、経済社会総合研究所の研究職員が、

海外の研究者等との情報交換のために構築されたシステムであり、独自の外

部接続システムを有する。 
 
③   電子入札・開札システム 
電子入札･開札システムの独自ＬＡＮは、内閣府ＬＡＮとは接続しない独立

した構成となっている。電子入札･開札システムは、内閣府、内閣官房、内閣

法制局、宮内庁、公正取引委員会事務総局、及び金融庁とで共用するネット

ワークとして運用されており、独自の外部接続システムを有する。 
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２ 内閣官房ＬＡＮ 
内閣官房ＬＡＮは、一般行政事務で利用されている３つのネットワーク、

ｃａｓ－ＬＡＮ、官邸ＬＡＮ、国会ＬＡＮで構成されている。  
 
（１） ｃａｓ－ＬＡＮ 
内閣官房ＬＡＮのうち、本府庁舎を中心として構成されるＬＡＮである。

内閣官房はその成立の経緯からも分かるように、内閣府とは互いに業務等を

補完しあう組織である。省庁再編後もｃａｓ－ＬＡＮは、現内閣府ＬＡＮの

うち、ｏｐ－ＬＡＮと一体として運用・管理されている。そのため、外部接

続システムおよび霞が関ＷＡＮ接続口は内閣府と共用となっている。ｃａｓ

－ＬＡＮには、本府庁舎を中心に外部拠点を含め約８００台の行政端末が接

続している。 
本府庁舎以外の外部拠点は以下のとおりである。 
永田町合同庁舎、虎ノ門第１０森ビル、虎ノ門第２３森ビル、霞が関ビル、

衛星情報センター 
 
（２） 官邸ＬＡＮ 
内閣官房ＬＡＮのうち、首相官邸で運用しているＬＡＮシステムである。

グループウェア等一部の機能を独自で運用しているが、メールやウェブ閲覧

等の外部接続システムや霞が関ＷＡＮは内閣府ＬＡＮシステムを利用してお

り、約２００台の行政端末が接続している。 
 
（３） 国会ＬＡＮ 
国会議事堂内の院内総務官室および各府省の政府控室を結び、国会情報の

連絡を行うＬＡＮシステムである。霞が関ＷＡＮへの接続口を独自に有して

いるが、メールサーバ等の外部接続システムは有していない。また、国会議

事堂建物の制約上、外部との接続はメタル回線に限られている。 
 
 
ここで、「内閣府ＬＡＮ（共通システム）」は、業務連携のため相互接続さ

れている内閣府ＬＡＮおよび内閣官房ＬＡＮの２つのネットワーク環境を指

す。 
 
３ 基本システム 
基本システムは、ネットワークを構成するシステムの一部であり、グルー

プウェア、内閣官房・内閣府共通掲示板、スケジュール管理、ファイルサー
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バ等により構成されており、複数のサーバ上で稼働している。本府庁舎にｏ

ｐ－ＬＡＮおよび内閣官房ＬＡＮ用の基本システム、４号館にｍｆｓ－ＬＡ

Ｎ用の基本システムが配置されている。これら基本システムは一部統合され

てはいるものの、各々のＬＡＮの基本システムが稼働するサーバは両施設に

重複して配置されている。ファイルサーバに関しては、内閣府本府情報セキ

ュリティポリシーを踏まえたうえで、ユーザの利便性を考慮し本府庁舎およ

び４号館ならびに、民間で所有しているビル以外の外部拠点に設置されてい

る。 
 
 
第３ 最適化の実施内容 
 
内閣府ＬＡＮ（共通システム）の最適化に当たっては、「共通システムの見

直し方針」に示されている「各府省内のＬＡＮについては、一府省当たり一

システムとすることを基本とし、部局等ごとにＬＡＮが設置・運用されてい

るなど、府省内に複数のＬＡＮがある場合は、これを統合化する。なお、府

省全体として効率的なネットワーク構成となるよう、ＬＡＮ間を接続するネ

ットワーク回線やこれに付随する機器等は、できる限り集約化・共用化する。」

との記載および、「各府省内のＬＡＮで運用する電子メールシステム、電子掲

示板等の基本システムを統一化するとともに、ＬＡＮの運用管理業務の集中

化を図る。」を基本方針とし内閣府ネットワークの全体の最適化計画を策定す

る。 
最適化工程作成にあたっては、最適化を平成１８年度から平成２０年度ま

での３カ年計画とする。行政端末の機器更新が平成１９年度後半より予定さ

れていることを踏まえ、費用の有効投入を十分に考慮した最適化実施計画を

策定するものである。 
 
１ 内閣府ＬＡＮ（共通システム）の物理構成の統合化 
ネットワークの物理的構成を統合することにより、回線費用の削減および

運用効率の向上を図る。 
 
（１） 同一建物内のセンタースイッチへの接続変更 
同一建物内のセンタースイッチに接続していない以下の２つの接続を変更

する。 
国民生活局のネットワーク接続は、４号館から本府庁舎内のセンタースイ

ッチに接続変更する。他方、科学技術担当・共生社会担当・沖縄担当・沖縄
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振興局・原子力安全委員会事務局のネットワーク接続は、本府庁舎から４号

館のセンタースイッチに接続変更する。これにより、ネットワークの物理的

ねじれが解消され、本府庁舎と４号館の接続が集約化されることでコスト削

減が図られる。 
センタースイッチの接続変更に関しては平成１８年度上期より検討を開始

し、同年度下期に接続を変更する。 
 
（２）ｏｐ－ＬＡＮとｍｆｓ－ＬＡＮのＩＰアドレス体系統一 
行政端末の機器更新（平成１９年度後期）にあわせ、ｏｐ－ＬＡＮとｍｆ

ｓ－ＬＡＮで異なっていたＩＰアドレス体系を、内閣府ＬＡＮとして統一す

る。 
ＩＰアドレス体系統一に関しては平成１９年度上期より検討を開始し、同

年度下期に体系を統一する。 
 
（３） ＩＰｖ６（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ Ｐｒｏｔｏｃｏｌ Ｖｅｒｓｉｏｎ ６）
の導入 
最新技術により一層のセキュリティ強化を図り、アドレスの拡張等により、

最新技術（機器）の導入が円滑に行える環境を構築する。そのため、行政端

末の機器更新時期にあわせＩＰｖ６対応の機器を導入する。なお、一部機器

については業務アプリケーション等についての改修を含め、最新の技術動向

を踏まえた最適なシステムを構築する。 
また、ＩＰｖ６への移行に伴いアドレス変換用ＮＡＴの使用を廃止するこ

とで、ネットワーク管理に係る負荷を低減し管理業務の効率化を図る。 
併せて、ＩＰｖ６移行に伴い、「政府機関の情報セキュリティ対策のための

統一基準(２００５年１２月版(全体版初版))」２００５年１２月１３日情報セ
キュリティ政策会議決定（以下、「セキュリティ統一基準」という。）等を参

考に、別途実施されている内閣府本府情報セキュリティポリシーの見直しと

あわせ、ＩＰｖ６およびグローバルアドレス化に即した運用管理規約および

手順を策定する。 
なお、ＩＰｖ６の導入に関しては平成１９年度上期より検討を開始し、同

年度下期に導入を実施する。 
 
２ 内閣府ＬＡＮ（共通システム）の論理構成の統合化 
ネットワークの論理的構成および運用規約並びに運用手順を統合すること

により、管理効率、セキュリティおよびユーザの利便性を向上させる。 
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（１） 認証ＶＬＡＮの導入 
行政端末の機器更新の時期にあわせ、認証ＶＬＡＮを導入する。これによ

り、運用管理が物理的なネットワークに依存しなくなるため、組織変更や府

省間人事異動、事務所内レイアウト変更への対応が、認証ＶＬＡＮの設定の

みで可能になり、運用負荷や業務負荷が軽減される。 
また、認証ＶＬＡＮの導入により、内閣官房ＬＡＮと内閣府ＬＡＮの位置

付けを明確化する。ここでは、機器更新の要件として、認証ＶＬＡＮへの対

応を機能条件とする。また、導入にあたっては、稼働テストを実施し十分な

検証を行うものとする。 
認証ＶＬＡＮに関しては平成１９年度上期より検討を開始し、同年度下期

より導入を実施する。 
 
（２） 運用規約および運用手順の統合 
別途実施されている内閣府本府情報セキュリティポリシーの見直しおよび、

「セキュリティ統一基準」等を参考に、現在ｏｐ－ＬＡＮとｍｆｓ－ＬＡＮ

にて異なっている運用規約および運用手順の統一を行う。 
その上で、運用管理規約、情報セキュリティポリシー等のコンプライアン

スに係る周知徹底により職員の意識向上を図り、安全性の向上を目指す。 
運用規約等の統合に関しては平成１８年度上期より検討を開始し、同年度

下期から運用を始める。また、平成１９年度に見直しを行う。 
 
３ 外部ビル、拠点（本府庁舎、４号館）間の接続変更 
外部ビル、各拠点間の回線契約を見直し、回線費用の削減および業務効率

の向上を図る。 
 
（１） 内閣府拠点間接続ネットワークとしてのイーサ網の集約 
現在、個別契約になっている外部ビルと本府庁舎間の接続を見直し、現在

の使用帯域幅を参考に、イーサ網を集約した内閣府の拠点間接続ネットワー

クとして「内閣府ＷＡＮ」を構築する。その上で、拠点あるいは外部ビル間

の接続に関して「内閣府ＷＡＮ」を経由するように変更する。これにより、

回線経費削減を図ると共に、回線速度の改善を通じ、レスポンスが悪い外部

ビルでの業務効率の向上を図る。 
イーサ網の集約に関しては平成１８年度上期より検討を開始し、同年度に

集約を実施する。 
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（２） 障害時のバックアップ回線の設置 
本府庁舎と４号館の接続は重要拠点間の接続として、障害時のバックアッ

プ回線を設置する。これにより、「内閣府ＷＡＮ」障害時の可用性向上、信頼

性の向上を図る。 
回線の設置に関しては平成１８年度上期より検討を開始し、同年度に導入

を実施する。 
 
（３） 広域イーサの統合 
現在、個別契約になっている、沖縄総合事務局および京都迎賓館と本府庁

舎との接続について、広域イーサに統合し経費削減を図る。併せて、接続先

を４号館に変更することで、外部接続に係る管理の一元化を図る。 
統合に関しては平成１９年度上期より検討を開始し、同年度下期に統合を

実施する。 
 
（４） 低容量接続の見直し 
低容量接続による外部ビル接続は、ＡＤＳＬによるプライベートネットワ

ークへ移行し、回線速度の改善による業務効率の向上と経費削減を図る。 
見直しに関しては平成１８年度上期より検討を開始し、同年度に回線の移

行を実施する。 
 
（５） 将来の業務拡張に対応可能な基盤の整備 
将来の業務拡張（外部ビルからのｅ－ラーニング、動画参照、テレワーク

やテレビ会議などの新規機能の導入）に対応するため、ダークファイバーの

利用など、大量データへの対応および経費削減が可能なネットワーク基盤の

構築について検討する。 
基盤の整備に関しては平成１９年度上期より検討を開始し、平成２０年度

から基盤整備を実施する。 
 
（６） 沖縄総合事務局のネットワークへの対応 
沖縄総合事務局のｏｇｂ－ＬＡＮについては、沖縄総合事務局における各

部は他省庁の地方支分部局としての側面を持つ組織であるため、実態として

他省庁のネットワークが部ごとに導入されており、ネットワークの利用・運

用に際し複数の府省庁が係っている。そのため、沖縄総合事務局内のネット

ワーク構成、情報セキュリティポリシー等の違いにより、各部における位置

付け、運用形態、規程等が異なっている。 
現状では、各部のネットワークは、関係する他省庁の規程等に則り各部が
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個別に運用しており、各部と関係府省を接続する個別のネットワークも存在

している。一方、内閣府ではｏｇｂ－ＬＡＮの基幹となるセンタースイッチ、

外部接続、及び総務部のネットワークを管理している。 
以上のことから、内閣府は、引き続き、沖縄総合事務局内のすべてのネッ

トワークの一元化を目指して、最適なネットワーク構成となるよう検討し、

各府省における府省内ネットワーク（共通システム）の最適化計画も踏まえ、

関係省庁と協議を行う。 
また、内閣府が管理しているｏｇｂ－ＬＡＮの霞ヶ関ＷＡＮへの接続方法

を平成１８年度中に見直し、霞ヶ関ＷＡＮ経由での複数府省庁間におけるネ

ットワーク連携の効率化と利便性向上を図るとともに、沖縄総合事務局のイ

ンターネット接続口については、平成２０年度を目途に内閣府４号館へ統合

することにより、経費削減を図る。 
 
 
４ インターネット接続、霞が関ＷＡＮの変更 
インターネット接続および霞が関ＷＡＮとの接続の最適化を図るとともに、

ブラウザ経由のウィルス感染のリスクを軽減するための施策を実施する。 
 
（１） インターネット接続口の統合 
インターネット接続に関しては、４号館の接続口を内閣府用のインターネ

ット接続口とし、現在３口である４号館のインターネット接続を一つに統合

する。また、本府庁舎の接続口を内閣官房用とする。 
あわせて、職員が利用している行政端末から、各部局の業務目的にあった

形でインターネットへの接続を可能とし、各部局における個別インターネッ

ト接続を順次廃止する。これにより、回線経費の削減とあわせ職員の利便性

向上を図ると共に、安全性の向上を図る。 
統合に関しては平成１８年度上期より検討を開始し、同年度下期に統合を

実施する。また、インターネット接続口の二重化の検討、使用帯域幅の見直

しを随時行い信頼性の向上を図る。 
 
（２） 霞が関ＷＡＮ接続口の整理 
広域イーサの統合と併せ、沖縄総合事務局からの霞が関ＷＡＮへの接続に

ついて見直しを行い、管理負荷の低減および利便性の向上を図る。 
接続口の整理に関しては平成１８年度上期より検討を開始し、同年度下期

に移行を実施する。 
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（３） インターネットに関するフィルタリング等の運用見直し 
現在の府内画一的なインターネット接続に関するフィルタリング基準を見

直すとともに、認証ＶＬＡＮの導入にあわせ、必要に応じた柔軟なフィルタ

リング設定が可能となるよう、システムの変更をおこなう。フィルタリング

基準等インターネット接続に関する運用設定を行い、部局課担当あるいは個

人単位できめ細かいフィルタリングの設定が可能となり、ユーザの利便性の

向上とともに、安全性の向上を図る。 
見直しに関しては平成１９年度上期より検討を始め、同年度下期に運用を

開始する。 
 
（４） ウィルスウォールの導入 
フィルタリング手法等の変更によるブラウザ経由のウィルス感染のリスク

を軽減するためウィルスウォールを導入する。あわせて、インターネット接

続に係る運用の見直しを実施する。これに伴い、運用管理規約、情報セキュ

リティポリシー等のコンプライアンスを周知徹底させることで、安全性の向

上を目指す。導入に関しては平成１９年度上期より検討を開始し、同年度下

期に導入を実施する。 
 
５ 基本システムの対応 
基本システムの集約、見直しにより運用コストの削減および安全性の向上

を図る。 
 
（１） 基本システムの集約、見直し 
本府庁舎に配置されている基本システムを、将来予定されている本府庁舎

の建て替えを考慮し、４号館に移設し集約する。外部ビルとのネットワーク

の接続を、「内閣府ＷＡＮ」経由にすることで、ファイル操作のレスポンス遅

延が解消された時点で、ファイルサーバの統合を行う。 
スケジュール管理など利用率の低い基本システムについては、使用システ

ムの見直しを行うとともに、掲示板や説明会などによる、有効活用事例の紹

介等ユーザへの啓蒙活動を実施し、利用率向上を図る。 
基本システムの集約等に関しては平成１８年度上期より検討を開始し、同

年度下期より集約を実施する。また、定期的に見直しを行う事で、ネットワ

ーク環境等外部環境の変化に合わせた集約を行う。 
 
（２） ファイルサーバへのセキュリティツールの導入 
情報の漏洩防止策として、ファイルサーバにセキュリティツールを導入す
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る。これにより、参照を含めたログ取得などが可能となり、アクセスの監視

を行うことで、安全性の向上を図る。また、重要データを含む電子ファイル

を暗号化することで、万が一電子ファイルが流出した場合の被害の最小化を

図る。 
導入に関しては平成１９年度上期より検討を開始し、同年度下期に実施す

る。 
 
（３）ユーザＩＤの一元管理の実現 
ウィンドウズユーザＩＤの一元化を行うことで、現在、個別に行っている

ｏｐ－ＬＡＮとｍｆｓ－ＬＡＮのユーザ管理を統合する。これに先立ち、ユ

ーザＩＤ管理に関する統合された運用規約および手順を策定する。 
一元管理に関しては平成１８年度上期より検討を開始し、同年度下期に実

施する。 
 
（４） 基本システムのＩＰｖ６対応 
基本システムに関するＩＰｖ６対応環境の構築にあたっては、ＤＮＳサー

バ、ファイルサーバ等のうち一部機器について先行して導入し、クライアン

トＰＣなどに関し十分な稼働テストを実施したうえで環境を構築する。 
対応に関しては平成１８年度下期より検討を開始し、平成１９年度より先

行導入を実施する。技術動向を見ながら、行政端末の機器更新時期を考慮し、

平成２０年度末までにＩＰｖ６への体制を整えることを目標とする。 
 
（５） 大容量ファイル交換の仕組み導入 
大容量添付ファイルによるメール機能の効率低下を防ぐため、外部との大

容量ファイル交換をセキュアーに行うことができる仕組みを導入可能なシス

テム基盤を構築する。 
導入に関しては平成１９年度上期より検討を開始し、同年度下期に実施す

る。 
 
６ その他 
コンプライアンス周知徹底への施策を継続的に実施し安全性の向上を図る

とともに、最新動向、将来性を踏まえた最適化計画の策定を行う。 
 
（１） コンプライアンス周知徹底 
コンプライアンス強化に関して、「セキュリティ統一基準」を含め、運用管

理規約、情報セキュリティポリシー等のコンプライアンス周知徹底のため、
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府内での継続的な取り組みを行う。その上で、集合研修、ｅ－ラーニング、

掲示板への掲載（情報システムに対するＱＡデータベース（ＦＡＱ）の充実）

や内閣府フォーラムにおける議論の奨励など、コンプライアンス普及施策実

施の準備を行う。 
コンプライアンス周知徹底は、平成１８年度上期より検討を開始し、同年

度より継続的な取り組みとして実施する。 
 
（２）パッチ管理ソフトウェアの導入 
パッチ管理などのメンテナンスソフトウェア導入により、アプリケーショ

ンソフトウェアのパッチを適用する際に、職員の作業負荷を軽減するととも

に、確実なパッチ適用が行われる仕組みを構築する。これにより、管理職員

の作業効率向上を図ると共に、パッチの適用漏れがなくなり安全性が向上す

る。 
パッチ管理ソフトウェアに関しては平成１８年度上期より検討を開始し、

同年度に導入を実施する。 
 
（３） 公開サーバの統合 
「行政情報の電子的提供業務及び電子申請等受付業務の業務・システム最

適化計画」（２００５年（平成１７年）８月２４日 各府省情報化統括責任者

（ＣＩＯ）連絡会議決定）を踏まえ、公開サーバの統合を行う事で費用削減

を図る。 
平成１８年度上期より検討を始め、同年下期より順次統合を開始し、平成

２１年度の統合完了を目標とする。 
 
（４） 外部への委託 
運用管理業務のうち、ネットワークシステムの運用管理、ネットワーク利

用者へのヘルプデスク対応等、職員の判断を有しない業務は、可能な限り、

外部に委託する。また、外部委託に際しては、サービスレベルアグリーメン

ト（ＳＬＡ）の設定を前提とし、提供されるサービスの質の向上と、効率的

な業務委託を図る。 
外部への委託に関しては平成１９年度下期より検討を開始し、随時導入を

行っていく。 
 
（５） 調達の集約化 
内閣府ＬＡＮ（共通システム）に係る各種契約について、効率的な調達を

実施する。機器の調達、ネットワーク回線の契約、運用・管理に伴う個々の
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契約を整理し、機器の調達におけるリースとレンタル契約の一本化等、その

各々について調達を集約化する。これにより、契約管理業務の簡素化を図る

とともに、スケールメリットを生かした費用低減を目指す。 
調達の集約化に関しては平成１８年度下期より検討を開始し、同年度の調

達から実施する。 
 
（６） 先進技術の導入 
将来にわたり先進技術の導入を行うことが可能な、柔軟かつ拡張性のある

システム基盤を実現する。本計画では、グローバルアドレス化を推進すると

ともに、Ｌｉｎｕｘ等のオープンソースソフトウェア、ＩＰ電話、ＩＣカー

ドによる認証、シンクライアント等、最適化実施時点での技術動向を踏まえ、

先進技術について平成２０年度下期より導入の可能性について検討する。 
 
 
第４ 最適化に係る効果 

 
１ コストの削減 
現行、年間約２３億円の各ネットワーク関連費用を必要としているが、最

適化計画を実施することにより、年間約２.１億円（試算値）の経費削減が見
込まれ、年間延べ約５４８人日に相当する業務処理時間について、そのうち

の年間延べ約２３８人日（試算値）の短縮が見込まれる。 
年間約２.１億円の経費削減効果の内訳として、外部ビル、拠点間ネットワ

ーク回線の統合化およびＬＡＮシステム（ｏｐ－ＬＡＮとｍｆｓ－ＬＡＮ）

の統合化により年間約０.２億円（試算値）、基本システムの集約化および保守
運用管理の効率化により年間約２.０億円（試算値）の削減効果を見込んでい
る。また、経費増加として安全性と将来性の対応に年間約０.１億円（試算値）
を試算している。 

 
２ 安全性の向上 
ＩＰｖ６の導入によりユーザ認証、パケットの暗号化、なりすまし防止等

が可能となり、安全性の向上が図られる。 
認証ＶＬＡＮの導入により、ＩＰアドレスやユーザＩＤ,パスワードによる
アクセス範囲制限が可能になり、登録されていない持ち込み端末のＬＡＮ接

続が無効になる等、安全性が向上する。 
また、これと併せ、フィルタリング基準・運用方法の見直しを行うことで、

ユーザ毎のきめ細かい設定が可能となると共に、個別接続が統合化されるこ
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とで安全性が向上する。あわせて、ウィルスウォール導入の実施により耐ウ

ィルス性が向上する。 
別途実施している情報セキュリティポリシーの見直しの内容とあわせ、運

用管理規約、情報セキュリティポリシー等のコンプライアンス周知徹底を図

ることで安全性が向上する。 
 
３ 信頼性の向上 
本府庁舎・４号館間接続、インターネット接続等の二重化を実施すること

により、内閣府ＬＡＮ（共通システム）システムの信頼性が向上する。また、

遠隔地バックアップ等についても検討を行うことで、信頼性の向上を目指す。 
 
４ 運用管理の効率化、合理化 
ネットワークシステム（ｏｐ－ＬＡＮとｍｆｓ－ＬＡＮ）の統合、基本シ

ステムに係るサーバの４号館への集約化により、運用管理の効率化、合理化

による効果が見込まれる。また、ｏｐ－ＬＡＮとｍｆｓ－ＬＡＮでそれぞれ

個別に運用されていた２つの運用管理規約を統合することにより、情報シス

テム担当の作業負荷の平準化が可能となる。 
 
５ 利便性（効率性）の向上 
インターネット閲覧時のフィルタリング基準及び手法の見直しにより、業

務目的に則したフィルタリングを利用者ごとに設定することが可能となり、

管理業務の効率化が図られると共にユーザの利便性が向上する。また、特に

一部外部ビルについては、拠点間接続の帯域幅見直し、および運用管理規約

の統合化により、専用端末でのみ可能であった、業務上必要な特別なサイト

への接続が、自席の行政端末から可能となることで、さらなるユーザの利便

性向上が見込まれる。 
また、認証ＶＬＡＮ導入によりユーザ毎にネットワークリソースへのアク

セスを設定することが可能となり、組織変更や府省間人事異動、それに伴う

事務所内レイアウト変更に耐えうる柔軟な体制と環境を維持することが可能

となる。これにより、組織変更に伴うネットワーク管理運用の利便性向上が

見込まれ、柔軟な組織運営への迅速な対応が促進される。 
さらに、将来的なテレワークの導入や遠隔地会議などについても検討する

ことで、将来的なユーザの利便性向上が図られる。 
 
６ 将来性の確保（柔軟性、拡張性、技術動向への対応） 
ＩＰｖ６対応環境の構築や認証ＶＬＡＮ等の先進技術の導入により、デバ
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イス間の柔軟かつ高度な連携など、新技術や新機能の導入を可能とする柔軟

性・拡張性のあるネットワーク基盤が実現される。また、ＩＣカードによる

認証やＩＰ電話、シンクライアントなど、現状想定できる技術動向を踏まえ

た、最新技術動向に対応した最適なシステムへの変更が容易となる。さらに、

オープンソースソフトウェア等新技術の導入について継続的な検討や、予算

効率を高める取り組みを行う。 
 
（参 考） 
経費の削減効果（試算値）および、業務処理時間の短縮効果（試算値）は、

本最適化計画に基づいて内閣府ＬＡＮ（共通システム）の統合および基本シ

ステムの集約化を実施した場合の回線費用および運用管理に係る年間の経常

的経費を推計し、主管部局を対象に調査した現行の回線費用および基本シス

テムの運用管理に係る年間の経常的経費を基に集計した所要額および所要時

間との当該差分を示したものであって、実際の効果は変動しうる。 
 
 

 第５ その他 
最適化の実施については、特に次の点に留意して推進することとする。 
 
１ 最適化計画の見直し 
最適化の実施に当たっては、最適化計画策定後の情報通信技術の進展、製

品化動向、ネットワークの統合状況等を踏まえ、経費の削減効果を明らかに

しつつ、必要に応じ、最適化計画の見直しを行うこととする。 
 
２ 個別業務システム、内閣官房との調整 
内閣府ＬＡＮ（共通システム）の最適化に当たって、既存ＬＡＮのネット

ワーク基盤の変更が必要な場合、または、内閣府ＬＡＮ（共通システム）に

おける行政端末等のシステム環境が、ネットワーク上で稼働する個別の業務

システムに影響を与えることが想定される場合については、システム変更に

必要な事項について、事前に各システムの管理部局と十分な調整を行うこと

とする。さらにネットワーク環境が密接に関係している内閣官房との調整を

十分に行い、内閣官房業務への影響がないようにするものとする。 
 
３ 行政端末の機器更新時期 
行政端末の機器については、次期更新が平成１９年度後半より予定されて

いることから、費用の有効投入を考慮し、同時期にあわせた計画を策定し、
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これにより、機器導入と最適化費用（特にＩＰ統合の費用）の有効活用が可

能となる。なお、本計画において平成１９年に実施する内容については、こ

の時期を逸すると機器費用が二重に発生することとなるため、特に配慮する

必要がある。 
また、ＩＰｖ６導入に向けた環境構築については、導入に向けた事前準備

を十分に行い、更新機器について十分考慮するとともに、最新の技術動向を

踏まえ、必要に応じ最適化計画の見直しを行うこととする。 
 
４ 庁舎建て替え 
計画されている本府庁舎建て替えを考慮し、基本システムの集約先を４号

館とする。あわせて、拠点接続用ネットワーク機器のインタ－フェースはイ

ーサネットを利用することにより移転に柔軟に対応できるようにする。さら

に、ＩＰ電話、ＬＡＮの二重化、無線ＬＡＮ、サーバルームでのセキュリテ

ィゲートの導入、耐震/免震構造のサーバルーム設計、移行計画などに注意し、
資源の有効利用を図るとともに、最新の技術動向を踏まえた最適な環境を構

築するものとする。 
 
 
第６ 最適化工程表 
別添１「最適化工程表」のとおり 
 
 
第７ 現行体系および将来体系 
別添２「業務説明」のとおり 
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第８ 用語集 
ＡＤＳＬ Ａｓｙｍｍｅｔｒｉｃ Ｄｉｇｉｔａｌ Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ

Ｌｉｎｅの略。電話回線を使用してデータ通信を行う仕組みの内

の一つ。音声通信では使用しない高い周波数の帯域を使用して高

速のデータ通信を可能にする。 

ＤＮＳ インターネット上にてホスト名からＩＰアドレスを検索するサー

ビスを提供する。 

Ｌｉｎｕｘ オープンソースのＯＳ(基本ソフト)。ＵＮＩＸと互換があり、他

のＯＳに比較して、性能低いコンピュータでも動作する、ネット

ワーク機能やセキュリティに優れ、安定しているなどの特徴があ

る。 

ＮＡＴ ＬＡＮ内でのみ使用されているＩＰアドレス(プライベートＩＰ)

では外部とのデータ交換はできない。そのため、インターネット

を利用する際には、外部で通用するグローバルＩＰアドレスが必

要となる。ＮＡＴは、外部とのデータ交換時に、プライベートＩ

Ｐアドレスを、グローバルＩＰアドレスに変換して割り当てる仕

組み。 

Ｐｒｏｘｙサーバ ネットワーク接続における外部とのアクセスを一元管理するシス

テム。 

プライベートＩＰアドレスのＬＡＮ環境から、インターネットに

接続することが出来るようにする仕組みを提供。 

VＬＡＮ ＬＡＮにおいて、物理的な機器の接続形態ではなく、仮想的なグ

ループを形成する技術のこと。一つしかないＬＡＮを仮想的に複

数に分ける技術である。物理的な形態に依存しないため柔軟にネ

ットワークの構成を変更できる。端末移動による設定変更する必

要がないというメリットがある。 

イーサネット 米国電気電子技術者協会にて定められた通信方式の規格。現在の

殆どのＬＡＮはこの規格を用いている。 

ウィルスウォール インターネットなどのネットワーク外部との通信を監視し、ファ

イヤーウォールでは防げないコンピュータネットウイルスをチェ

ック、シャットアウトするシステム。 

オープンソースソ

フトウェア 

ソースコードを無償で公開し、提供するとともに、その改良、再

配布も自由に行えるようにしたソフトウェア。 
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グローバルアドレ

ス 

インターネットにおいて公式に割り当てられたＩＰアドレスのこ

と。これに対しインターネットに直接接続できない、組織内部の

ネットワークでのみ使用するアドレスをプライベートＩＰアドレ

スと言う。 

サービスレベルア

グリーメント (Ｓ

ＬＡ) 

提供するサービスの品質と対応する料金を明確にすることで、契

約時にサービスの品質を担保すること。達成した場合のインセン

ティブや達成できなかった場合のペナルティなどを規定する場合

もある。 

ドメインコントロ

ーラ 

Ｗｉｎｄｏｗｓ ＯＳにおけるネットワーク管理単位「ドメイン」

を一括管理するサーバのこと。 

パケット データ通信においてデータ分割し、送受信アドレスなどの制御情

報を付加した１単位をパケットと言う。 

ファイヤーウォー

ル 

ネットワーク外部との通信を監視し、許可された通信以外の不正

なアクセスを検出・遮断し、セキュリティを高める仕組み。 

フィルタリング インターネット接続に関して、特定の条件に合致するデータや、

アクセス制限に抵触しないデータの通信のみに許可をあたえる仕

組み。 

プライベートネッ

トワーク 

閉域通信網。公衆通信網に対し、特定の組織内で閉じたネットワ

ーク。 

イーサ網 通信距離やデータ量に関係なく利用できる、契約単位での定額料

金制で利用出来るネットワーク。 

可用性  認可された利用者が、必要なときに、情報及び関連する資産にア

クセスできることを確実にすること。（ＪＩＳ Ｘ ５０８０：２０

０２参照） 

帯域幅 どれだけの情報量を伝えることができるかを表す。たとえば、帯

域幅１Ｇｂｐｓの場合、秒あたり１Ｇビットの情報を通信できる

ことを表す。 

認証ＶＬＡＮ ＶＬＡＮの機能を拡張し、ＩＤ/パスワードごとによって、所属す

る ＶＬＡＮを分けることが出来る。これにより、物理的な接続場

所の制約がなくなり、利用者は、どこからアクセスしても、自分

の所属するＶＬＡＮ にアクセスできるようになる。 

ダークファイバー 敷設済みの未使用な光ファイバーのこと。 
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最適化工程表 別添1
2006年度 2008年度 2009年度以降

平成18年度 平成19年度上期 平成19年度下期 平成20年度 平成21年度以降

基本システムの対
応

インターネット接
続、霞ヶ関ＷＡＮ
の変更

外部ビル、拠点
（内閣府本府庁
舎、中央合同庁舎
第４号館）間の接
続変更

内閣府LANの論理
構成の統合化

最適化の実施内
容

内閣府LANの物理
構成の統合化

2007年度

庁舎建て替え

最適化計画の実施

　 内閣府拠点接続ネットワーク
としてのイーサ網の集約

行政端末の
機器更新

　ＯＰ－ＬＡＮとｍｆｓ－ＬＡＮの
ＩＰアドレス体系統一

　
運用規則および運用手順の統合

　 広域イーサの
統合

　 将来の業務拡張に対応可能な
基盤の整備

　 同一建物内センタースイッチ
への接続変更

　
インターネット接続口の統合

　
霞が関ＷＡＮの接続窓口変更

　
基本システムの集約、見直し

基本システムＩＰｖ６対応

　

　
認証ＶＬＡＮの導入

　 障害時のバックアップ
回線の設置

　 低容量接続の見直し

　
ウィルスウォールの導入

　 　インターネットに関する
フィルタリング等の運用見直

し

　

　

　

ファイルサーバーへの
セキュリティツールの導入

ﾕｰｻﾞＩＤの一元管理の実現

大容量ファイル交換の
仕組み導入

　

IPv6の導入

　
沖縄総合事務局のインターネット接続の統合

その他

　
コンプライアンス周知徹底

　パッチ管理システム
の導入

　
公開サーバの統合

　 外部への委託

調達の集約化

　
先進技術の導入

凡例

検討期間 実施期間 運用開始 見直し
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別添２ 

業 務 説 明 書  

 

（１） 目的、機能 

内閣府は、平成13年1月の中央省庁等改革において、旧総理府、旧経済企画

庁、旧沖縄開発庁等が統合され、内閣総理大臣を長とする機関として設置された。

また、内閣官房は、内閣の補助機関であるとともに、内閣総理大臣を直接に補佐・

支援する機関として発足した。現在、内閣府と内閣官房は、互いに合い補完しあう

機関として連携を取りながら業務を遂行している。 

内閣本府庁舎および中央合同庁舎４号館と外部ビルの外部局を接続するメト

ロイーサと沖縄総合事務局、京都迎賓館を接続する広域ネットワーク並びにそれ

に付随したネットワーク機器、サーバ機器類から構成されるものであり、内閣府お

よび内閣官房の保有する業務・情報システムの通信基盤を提供することを目的と

する。 
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（２） 管理・運用体制 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

本府庁舎(注) 
    
情報ネットワーク係長 

鷲巣 貴彦 
情報ネットワーク係員 

藤原 直樹 

第４合同庁舎(注) 
    
情報ネットワーク係長 

冨永 健 
情報ネットワーク係員 

宮下 俊 

(注)内閣官房の運用・管理業務を兼務 

各部局 システム担当者 各部局 システム担当者 各部局 システム担当者 

内閣府 大臣官房 
企画調整課長 

別府 充彦 

情報システム室長 
渡辺 実 

課長補佐 
（情報ネットワーク担当）(注) 

中江 秀樹
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（３） 技術体系 

ア 現行体系 

ソフトウェア構成図（資料１） 

ハードウェア構成図（資料２） 

ネットワーク構成図（資料３） 

 

イ 将来体系 

ネットワーク構成図（資料４） 
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